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0 11月 定例県議会に1提出される議案の作成に対する教育委員会の

意見について 1





3■ 教捺第 100号
令れ元年 11月 ■5日

却 嘲 隣 導  隷

長崎県教育委員会議奮長

令和元年二1月 定例会に提出される議案に対する教育委員会の意見について

令和元年 11月 15日 付け31財鶏61「号で意見の聴取を求められた下記の議案等

については、昨成されて差し支えありませれ       甘

○令和元年度長崎県二般会計補正
マ争 (第 4‐号)の ,ち関係部分

O全れ元年度長蒔県■般会計補正予纂 (第 5号)の う■関係部分

⇔議員ρ給与に磨騒す0条加奉り〒部を改

=す

る条口?う ち藤係部分



31財 第 61号
令和元年11月 lξ 日

長崎県教育委員会教育長  様

長崎県知事 中村 法道

議案に対する教育委員会の意見の聴取について

下記のとおり、県議会に教育委員会関係議案を提出する予定ですので、地方教育行政の

組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号)第 2σ 条の規定により貴委員

会の意見を求めます。              「

1 議案名等

o苓和元年度長崎県二般会計補正予算 (第 4■)の うち関係部分 |

〇令和元年度長崎県一般会計補正予算 (第 5号)の うち甲杯糾分
O織員:の給与に関する条例等の一部を改正する条伊l子 のうち関係部分

2 上程県議会

令和元年 11月 定例会

記
´

II権,1-十二
iマ1:1111も
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令和元年度 11月補正予算の概要について

1 補正の内容

(1‐ )職員給与費の過不足調整  (補正予算額 i△ 260,244千 円)

①事務1局職員給与費 |【 総務課】 18,93T千 円    |
(特男1職職員、社会教育及び保健体官関係職員を除 1ヽ)

当物 :■ ,224,8d9千 円 ⇒ 補正後 :1,243,826千 円‐

②教職員給与費 【教職員課】  ,
(小 。中 。高校・信別東援学校教職員分)

【教職員給与費】   | 単位 ,:千円

③社会教育関係織員給与費 【生湛学習課】  △12'967千円

当初 :704,876千円 ⇒∫補
=後

:602,809千円

④保建体育蘭採騨阜給与費 【体育保健課】 
イ
△7,703千四

―
 当ン例116む ,149千 由 ⇒ 希土後 :160,350千円   |

(2)繰越口月許費の設定 【教育崇第整市謀】

O操越明許費を設定する暮由     ●       ―

佐世保吊英高校校各抹外部球修及む干レ入工
|夕 ■改修

=事
において,

ェレベーテと取付作業員が確保できず、年度内め完成が困華とな?た も
|                               |[                      i

の
|||||||||||||||       

―
  l                               i

②繰越明許費設定額  105ぅ な20千円

補正後

46;281,083

28;137,172

22,571,1030

9,175,554

106;164,839

補正

△ 63,504

△ o5,957

10,133

△1139,993

△ 259,321

4o,344,587

28,203,129

22,560,897

9,3ュ 5,547

106,424ォ 160

小学校費

中学校費

高等学校費

特別支援学校費

計
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(3)債務負担行為の設定

【総務課】

①債務負担行為を設定する理由

県有施設等の管理業務委託 (エ レベ■夕‐保守点検業務委託、自家用電気

工作物保安管理業務委託)について、令和元年度中に令和 2年度当初からの

契約を行 う必要が生したため、平成 31年 2党 議会で設定済みの債務負担行

為設定額を増額するものと              イ

②債務負担行為限度額

405, 160千円 (う ち増額 682千 円)

【教育環境整備課】                !    :
①債務負担行為を設定する理由

平成31年 2月 議会において債務負担行為設定済みであるスクー″バス導

行契為たらぃて、制度改正によう、県責あ契約額が増加する見込みとかつた

ため、債務負担行為設定額を増額するもの。      
「 ｀

②ヽ債務負担行為限度額          |  ―

175, 026千 円 (う ち増額36, 300千円)

(4)職員給与費の給与改定 (補正予算額 :359,798千 円)!
① 特別職職員及び事務局職員給与費 【総務課】   4,271千円

(社会教育及び保健体育関係職員を除く。)

通不足後 :1,258,82才 千円 → 補正後 :1,263,o03千円  t
② 教職員給与費 【教職員課】 (小 ■中 :高校・特別支援学校教職員分)

【教職員給与費】 単位 :千円

計

特別支援学校費

高等学校費

中学校費

小学校費

106,164,839

9,175,554

22,571,930

28;137,172

46ヵ281,083

過不足後

352,558

34,697

67,8写 0

91デ 370

ュ58,641

補正

106,517,397

9,210,251

22,638,880

23,228:542

46,439,724

補正後



③ 社会教育関係 T哉鼻給与費 【生涯学習課】    2ぅ 479千 円

過不足後 :692,809千 円 ⇒ 補正後 :o95,288千円
―

④ 保健体育関係職員給与費 【体育保健課】     490千 円

過不足後 :160ぅ 356千 円 ⇒ 補正後 :190P846千円

2、 補正予算の総額

《‐般会計》 (単位 :千円)

11月 補正の財源内訳

23,208

99,237

△ 9,588

△ 7,303

一般財源

一般財源

一般財源

二般財源

補正後
③=!(① +② )

2,368,376

119,511;919

1,759,248

1,477,883

136,710,330

■ 1 月補正
②

23,208

93,2,7

△ 9,588

△  7,303

99,554

現計予算

2,345,168

119,418丁 682

1,768,83G

1,485,186

136,610,776

所   属

総 務 課

教 職 員 課

'生
涯 学 習 課

体 育 保 健 課

教 育 庁 計
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条 例 案

総務課・教職員課

１
６
‥

件  1名 要 一
口

議案書

の 頁

第 126号議案

職員の給与に関す

る条例等の下部を

改正する条例のう

ち関係部分

1.改正要旨  :    !
令和元年16月 9日 に行われた県人事委員会の職景の給与等に関する幸R各皮ひ勧告―、国

家公務員の給与め取扱いの状況等を踏まえ―職員の給与改定等を実施するたあ、関係条
例を改正しようとするもの。      !           「.

2.改正内容              |
(1)職員の給与に関する条例等の一部改正 (第 1条、、第 2条、第 3条 t第 4条関係)

ア 給料表の改定  :      | :
各給料表の水準を国家公務員の俸給表の改定に眸じて引上げ
・行政職給料表は初任給を大卒程度

｀
1,500円 、、短大卒程度1,800円 、高卒程度2,000

円引上げ、その他30‐歳台半ばまでの職員が在職する号給についても改定。
「

(平均改定率0.12%)・                :
:その他の給料表も、行政職給料表との均衡を考慮し引上げ。

イ 諸手当の改定 |         : ―

:  ①住居手当の改定

(改定内容)               「

・基礎控除額 (手 当支給対象家賃額の下限)の 引上げ'12,09o四 → 16,000円
。最高支給限度額の引上げ    I  I  .   27,000円 → 28,o00円

(経過措置)          .
・基礎控除額の引上げに伴い、手当額が最大4,000円 減額となることを考慮し、手

当の月額が1,00o円 を超えて減額となる職員については、経過措置として、令和
2 4 月 1 日 カゝ ら令 和 3 年 3 月 3 1 日 ま の間、減額 最大1,000円 とする。

条 1



Ｉ
Ｎ
Ｉ

②期末手当・勤勉手当の改定

`∵般職員  ! 年間の文給月数 4.45月 分 → 4r50月 分 (+0.05角 )

( )は改正 給月数

特定幹都職員 年間の支給月数 4.45月 分 → 4.50月 分 (+0.05月 )

(2)

( )は改正前の支給月数   |

長崎県教育委員会教育長の給与ゞ旅費、勤務時間その他の勤務条件に関する条例

の一部改正 (第 11条及び第 12条関係)

教育長の期末手当の支給月数を国の指定職俸給表適用者 (事務次官等)に準じて改定

,年間の支給月数 3.35月 分 → 3.40月 分 (+0.05月 )|

31401 70令和 2年度

3.40

(3.35)

1.725
(1.675)

11675令和元年度

合 計12月 期6月 期

41501.902.602.250.951.302.250.951130令和 2年度

4.50

(4. 45)

1.90

(1.85)
2.60

2.275
(2,225)

0.975
(0,925)

1.302.225tO。 9251.30令和元年度

合 計勤 勧期 末′J、 ;割トi勤勧期 末′J、 :汁勤 勧期 夫

16

4.502.302.202.251と 151.102.25lⅢ 151.10令和 2年度

4:50
(4145)

2.30
(2.25)

2.20
2.275
(21225)

1.175
.(1:」 25)

1.10:2.2251.1251.10令和元年度

合 計勤 勧期 末′よヽ:汁勤 効期 夫小 計勤 勉期 末

12月 期6月 期

( )は改正前の支給月数



3.実施時期

区 分 実施時期

給料表の改定 平 成 31年 4月 1日
住居手当の改 定 令 和 2年 4月 1日
期末・勤勉手当
の改定

令和
・
元年12月 期分 令 和 元 年 12月 1日

令和 2年度以降分 | 令 和 2年 4月 1日

‐
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